
第51回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制及び運用状況

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表
（2021年9月1日から2022年8月31日まで）

株式会社大庄

上記の事項につきましては、法令及び定款第19条の規定に基づき、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.daisyo.co.jp/company/ir/stock.html）に掲載することにより
株主の皆様に提供しております。
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況
当社の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況については、以下のとおりであります。

（1）当社の取締役の職務執行の適正を確保するための体制
① 当社は、取締役、従業員の職務の執行が法令・定款及び社内規程に適合することを確保するために、
「コンプライアンス規程」及び「大庄コンプライアンス行動規範」を定め、取締役がこれを率先して遵
守することにより、企業価値の向上と社会的責任を遂行する。

② 取締役会については、「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めにより、月１回の定期開
催を原則とし、必要に応じて随時開催する。運営に当たっては、経営上の重要な事項については、弁護
士等その分野の専門家にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努める。

③ 取締役の職務執行については、監査役が「監査役会規程」及び「監査役監査規程」の定めにより経営執
行に対する監督強化を図る。なお、取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、取締役会に報告
し、その是正を図り、適切かつ厳正に対応する。

（2）当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会の職務執行に係る取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書等の保存管理すべき情報について
は、「文書取扱規程」「情報管理規程」に基づき保存期間・保存方法等を明確にし、必要に応じて取締
役、監査役、会計監査人が何時でも閲覧可能な状態を維持する。

② 取締役の職務執行に係る情報等は、「情報管理規程」に定める情報区分に従った表示を施して記録・保
存する。また、電磁的媒体の記録情報にはアクセス制限を付す等のセキュリティ管理を行う。

③ 取締役の職務執行に関する情報等の作成、保存、管理状況について、監査役が監査する。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制
① 当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因として、下記事項が内在していることを認識
し、取締役及び従業員全員が共有し対応する。
イ．経営戦略の意思決定において十分な情報、分析、検討等の欠如による戦略ミスが、経営成績や財政状

態に重大な影響を及ぼすリスク
ロ．食中毒や食材事故の発生により、店舗の一定期間の営業停止や営業認可取消し、ブランドの失墜、損

害賠償の請求等を被るリスク
ハ．役員や従業員の不正行為やコンプライアンス違反により、社会的信用の失墜や経営に重大な支障を被
るリスク

ニ．投資活動において当初計画の回収ができずに重大な損失となるリスク
ホ．不測の事態により情報管理システムに障害が発生し、物流体制や店舗運営体制に支障をきたすことに
より、業績に重大な損失を被るリスク
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ヘ．自然災害や火災、店舗や工場での不測の事故等により、店舗営業を中断せざるを得ない状況が発生し
た場合に業績や財政状態に重大な影響を被るリスク

ト．その他の経営に重大な影響を被るリスク
② リスク管理体制の基本として「リスク管理規程」を定め、取締役及び従業員全員が認識を共有する体制
を構築する。また、内在する個々のリスクについては、管理責任者を任命し、適切な対策を実施して発
生の未然防止を図る。

③ 各部門の担当役員は、リスクマネジメント状況を監督し、適切な指導・改善を図る。また、「リスク管
理委員会」を定期に開催し、想定されるリスクの予防策策定及び顕在化したリスクの対応と再発防止策
を実行する。

④ 不測の事態が発生した場合の「危機管理規程」を定め、不測の事態発生時には、直ちに代表取締役社長
を本部長とする緊急対策本部を組成し、顧問弁護士、外部専門家等のアドバイスを受けて迅速な対応を
行い、事態の悪化や損失の拡大を最小限に食い止める体制を構築する。

（4）当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」を定め、取締役会を月１

回定期開催するとともに、重要事項については、必要に応じて随時取締役会を開催する。
② 重要事項については「取締役会付議規程」を定め、取締役会に付議する担当取締役が中心となって関係

各部門と十分に事前協議し、取締役会の審議を経た上で執行決定を行う。
③ 取締役会での決定事項の業務執行は、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」の定めに沿って各
部門の責任者の下で効率的な運営に努める。

（5）当社の使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 従業員の職務執行が円滑かつ適正に運営される基本として、「コンプライアンス規程」及び「大庄コン
プライアンス行動規範」を定め、これの遵守の徹底に努める。

② 会社のコンプライアンスを統括する専門組織として「コンプライアンス統括室」を置き、コンプライア
ンスの社内徹底、教育研修等の取組み状況を監査し、維持・向上を図り機能性を高める。

③ 「コンプライアンス委員会」を定期に開催し、コンプライアンスに関する重要事項を審議し、監視する
体制を構築する。

④ コンプライアンス教育・指導については、研修制度にカリキュラムを織り込み実施する。また、その結
果を取締役ならびに監査役に適宜報告してコンプライアンス体制の充実を図る。

⑤ 法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として「内部通報制度規程」を定め、第
三者機関（社外弁護士）及び内部監査部を直接の通報受理者とする社内通報システムを設置し、早期に
問題点の対応を図る。なお、運営に当たっては、情報提供者の保護など「内部通報制度規程」の定めに
従って対応する。
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（6）当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ．当社及び子会社との間では、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の取締役

に対して業績予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図る。
ロ．子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」及び「関係会社稟議決裁基準」に基づき、必要な事項
につき当社への報告もしくは申請を行い、その内容・重要度に応じて当社の取締役もしくは当社の取
締役会が当社としての決裁を行う。また、必要に応じ、当社の取締役会・監査役会に子会社の役職員
を出席させ、その事項の報告や意見を求める。

ハ．子会社の取締役及び役職員の職務執行に係るその他事項については、必要に応じ、子会社担当取締役
がその都度報告を受ける体制とする。

② 子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
イ．当社の内部監査部が子会社に対して定期的に業務監査を行うとともに、必要に応じて当社の経理部が
四半期毎の会計監査を行うなど、当社関係各部署がモニタリングを実施し、問題点の早期把握、改善
に努める。

ロ．当社が行う子会社に対する監査等において、損失の危機のある業務執行行為が認識された場合には、
その内容及び損失の程度について直ちに当社代表取締役社長、リスク統括役員及び担当取締役に報告
し、当社及び子会社は、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」に基づいて適時適切な対処を実施
する。

③ 子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制
イ．子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」及び「関係会社稟議決裁基準」に基づき、当社の各種
主要規程を参考に、各々「取締役会規程」や「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌」などを策定
し、効率的な職務執行を行う。

ロ．子会社は、毎月又は四半期毎の定例取締役会や必要に応じた臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定
を通じて経営効率の向上を図る。

ハ．子会社の年度計画や予算策定に当たっては、子会社の取締役と当社の取締役との予算策定会議におい
て相互に十分な討議を行った上で策定し、当社の取締役会でグループ予算として承認決議した上で執
行する。また、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の取締役に対して業績
予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図ることでグループ全体の効率的
運営を図る。
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④ 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．当社の「コンプライアンス規程」及び「大庄コンプライアンス行動規範」は、グループ会社の行動指
針として適用し推進する。さらに、子会社にも当社の諸規程を踏まえた各社毎の規程を整備させるこ
とにより、グループ全体の業務の適正を確保する運営に努める。また、当社「コンプライアンス統括
室」は、グループ子会社に対しても教育研修等を通してコンプライアンス意識の向上を図る。

ロ．当社の内部監査部は、定期的に子会社の業務監査を実施し、法令及び定款に従い適正かつ効率的に執
行されているか等の監査を行う。また、当社監査役は、子会社監査役との連携を密にし、子会社の内
部統制システムの有効性について定期的に検証する。

ハ．当社グループにおいては、グループ内部統制の強化を図るため、当社の取締役、監査役及び幹部従業
員が、子会社の非業務執行取締役もしくは監査役として就任しており、子会社の取締役会等を通して
経営状況の報告を受ける。

ニ．子会社においても、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に関する通報体制として「内部
通報制度規程」を定め、子会社内の通報受理者とは別に、第三者機関（社外弁護士）及び当社の内部
監査部を通報受理者（ホットライン窓口）とするグループ内通報システムを設置する。これにより、
子会社内に止まらない早期の問題事象の対応を図る。

（7）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
① 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じ、当社の従業員から監査役補助者を
任命する。

② 運営に当たっては、監査役補助者の人事評価は常勤監査役が行い、当該使用人の任命、異動等の人事上
の処遇については常勤監査役の同意を得た上で決定し、取締役会からの独立性を確保するとともに、監
査役補助者は他部署の役職を兼務しないこととし、監査役の指揮命令に従うことで監査役の指示の実効
性を確保する。

（8）当社の監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ．当社の取締役及び使用人が、当社監査役に報告すべき事項等について「監査役会規程」を定め、業務
ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当社監査役に報告する体制を構築す
る。また、定款及び「監査役会規程」「取締役会規程」の定めにより、当社監査役は各種会議へ出席
し、報告を受けるとともに意見を述べる体制を構築する。

ロ．当社監査役が、資料を閲覧し監査・調査を行うことについて「監査役監査規程」を定め、監査役の監
査が実効的に行われるための体制を確保する。また、当社監査役は、当社代表取締役社長やリスク統
括役員、内部監査部と定期的に意見及び情報の交換を行い、適切な報告体制の維持に努めるととも
に、監査の実効性を高める。
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② 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するため
の体制
イ．子会社の取締役・監査役及び使用人は、法令・定款に違反する、もしくはその恐れがある行為、ある
いは会社の業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項を発見した時には、速やかに当社の監査役
に報告する。子会社の取締役・監査役及び使用人から上記事項につき報告を受けた者も同様とする。
また、当社の監査役が必要に応じて子会社の取締役及び使用人に報告を求めた場合には、迅速かつ適
切に対応する。

ロ．当社の監査役は、「関係会社月次会議」等に出席し、子会社の経営監視を行う他、「監査役監査規程」
に基づき、随時子会社別に業務執行状況の監査を行う。

ハ．当社の内部監査部は、実施した子会社監査の結果内容を遅滞なく当社監査役に報告するものとし、子
会社の内部通報制度に基づき受理した通報のうち、重要性の高いものについてはその内容や対応状況
について当社監査役に適宜報告する。

（9）当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
① 当社は、当社監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役・従業員等に対し、当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役・従業員等に周知徹
底する。

② 当社及び子会社の「内部通報制度規程」では、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に関す
る通報者に対しては、当該通報をしたことを理由として一切の不利な取扱いを行うことを禁止してお
り、これに違反した者には懲戒処分その他適切な措置を行う。

（10）当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務執行について生ずる費用の前払又は償還等を請求した時は、その請求に係る
費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を当社負担で処理する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の取締役及び使用人が、当社監査役に報告すべき事項等について「監査役会規程」を定め、業務な

らびに業績等に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当社監査役に報告する体制を構築する。ま
た、定款及び「監査役会規程」「取締役会規程」の定めにより、当社監査役は各種会議へ出席し、報告
を受けるとともに意見を述べる体制を構築する。
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② 当社監査役が、資料を閲覧し監査・調査を行うことについて「監査役監査規程」を定め、監査役の監査
が実効的に行われるための体制を確保する。また、当社監査役は、当社代表取締役社長やリスク統括役
員、内部監査部と定期的に意見及び情報の交換を行い、適切な報告体制の維持に努めるとともに、監査
の実効性を高める。

（12）反社会的勢力排除に向けた体制整備
当社及び子会社は、当社の「大庄コンプライアンス行動規範」に従い、社会の秩序及び安全に脅威を与
える反社会的勢力ならびに団体との関係を遮断し、毅然とした姿勢で違法・不当な要求を排除する。ま
た、名目の如何を問わず、利益の供与や不当な要求の受け入れは一切行わない。

（13）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役会の職務執行

当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役９名で構成され、社外監査役３名を含む監査役４名も
出席しております。「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月１
回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しまし
ては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております（当事業年度では14回開催）。
運営に当たっては、経営上の重要な事項については、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・
定款違反行為の未然防止に努めております。

② 監査役会の職務執行
当社の監査役会は、社外監査役３名を含む監査役４名で構成されており、原則として毎月開催の他、必
要に応じて開催しております（当事業年度では12回開催）。また、常勤監査役を中心に監査方針、監査
計画等に基づき取締役会や重要な会議に出席し、経営の監視を行う他、部門別に業務執行状況の監査を
行っております。取締役の職務執行については、「監査役会規程」の定めにより経営執行に対する監督
強化に努めております。

③ コンプライアンス体制
当社では、経営幹部による「コンプライアンス委員会」を設置しており、社内のコンプライアンス遵守
体制の整備状況をチェックしております（当事業年度では６回開催）。さらに、全従業員が「コンプラ
イアンス規程」に従い、自主的に積極的な行動ができるように「大庄コンプライアンス行動規範」を制
定しており、所属長を通しての周知徹底を図っております。内容的には、行動規範項目とその指針・目
的ならびに具体的な行動基準等を記載しており、その徹底状況を「コンプライアンス委員会」でも確認
しております。また、研修制度にもカリキュラムを織り込み、浸透を図っております。一方、法令・定
款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として、第三者機関（社外弁護士）及び内部監査
部を直接の情報受理者とする内部通報制度を構築しており、早期に問題点の対応を図るよう努めており
ます。また、運営に当たっては、情報提供者の保護を十分配慮した「内部通報制度規程」を定め、厳正
に実施しております。
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④ リスク管理体制
当社では、経営幹部による「リスク管理委員会」を設置しており、潜在リスクの洗い出し、分析、整理
を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行っております（当事業年度では６回開
催）。一方、衛生管理体制につきましては、「食品衛生研究所」において厚生労働省や各保健所の基準に
基づく各種細菌検査を定期的に実施するとともに、入荷食材の品質検査、社内従業員への衛生教育・指
導を厳格に行っております。

⑤ 子会社経営管理
当社グループでは、毎月「関係会社月次会議」を開催しており、各子会社役員から、月次業績や経営計
画の進捗状況及び業務執行状況等についての報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図るなど、
子会社の経営管理体制を構築しております（当事業年度では12回開催）。また、当社が定める「関係会
社管理規程」及び「関係会社稟議決裁基準」に基づき、子会社に必要とされる稟議事項については、親
会社である当社への事前報告もしくは申請を行い、当社の取締役もしくは取締役会にて十分な検討を行
い、承認決裁を行うことで、子会社の業務の適正を確保しております。

⑥ 内部監査体制
当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業
務執行ラインからは独立した社長直轄の組織として内部監査部を設置しております。内部監査部は、本
社、店舗、及び関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長及び
リスク統括役員に報告しております。また、監査役及び会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的
な実施に努めております。

⑦ 反社会的勢力排除に対する取組み状況
当社では、当社グループの全従業員がコンプライアンス規程に従い、自主的に積極的に行動ができるよ
うに「大庄コンプライアンス行動規範」を制定し、周知徹底を図っておりますが、その第６章「社会と
の関係」の中の基本方針として「私たちは、良き企業市民としての義務を自覚し、企業が国家や地域社
会に対して負っている責任を積極的に果たしていきます。」と明記しております。また、第29条（反社
会的勢力との関係断絶）の条文では、「社会の秩序および安全に脅威を与える反社会的勢力ならびに団
体との関係を遮断し、毅然とした姿勢で違法・不当な要求を排除します。また、名目の如何を問わず、
利益の供与は一切いたしません。」と掲げております。さらには、社内教育研修においても、店舗業務
に携わる従業員を中心に周知徹底を図っており、実際の現場での行動基準や対応方法などについても具
体的かつ実践的な指導を行っております。また、万が一何らかの問題が生じた場合は、速やかに担当部
署に報告し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り、関係を
遮断する体制を構築しております。
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連結株主資本等変動計算書（2021年9月1日から2022年8月31日まで）
(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2021 年 9 月 1 日 残 高 100 14,794 △3,530 △250 11,113

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

欠 損 填 補 △4,830 4,830 －

剰 余 金 の 配 当 △272 △272

親会社株主に帰属する当期純損失 △770 △770

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額 (純額 ) －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － △5,103 4,060 △0 △1,042
2022 年 8 月 31 日 残 高 100 9,690 529 △250 10,070

(単位：百万円)
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2021 年 9 月 1 日 残 高 32 △5 27 0 11,141

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

欠 損 填 補 －

剰 余 金 の 配 当 △272

親会社株主に帰属する当期純損失 △770

自 己 株 式 の 取 得 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額 (純額 ) △32 △32 △0 △33

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △32 － △32 △0 △1,076

2022 年 8 月 31 日 残 高 0 △5 △5 － 10,065

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数…………４社

米川水産㈱
㈱ディ・エス物流
㈱アサヒビジネスプロデュース
㈱光寿

(2) 非連結子会社の名称等…………該当事項はありません。
2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数……………………該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社
及び関連会社の名称等…………… ………………該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

市 場 価 格 の な い 株 式 等…………移動平均法による原価法
② 棚卸資産
(イ) 評価基準

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(ロ) 評価方法
商 品
冷 凍 食 品………………………総平均法
冷凍食品以外の商品………………………最終仕入原価法
製 品 及 び 仕 掛 品…………………………総平均法
原材料及び貯蔵品…………………………最終仕入原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ７年～60年
工具・器具及び備品 ２年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用
しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上してお
ります。

③ 株 主 優 待 引 当 金………将来の株主優待制度の利用による費用の発生に備えるため、株主優待利用
実績に基づいて、当連結会計年度末の翌日以降に発生すると見込まれる額
を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。

⑤ 店舗閉鎖損失引当金………店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉鎖を決定した店舗につい
て、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
当社グループの行っている主要な事業は、それぞれ以下の通り収益を認識しております。
飲食事業は、顧客にご注文いただいた飲食料品を提供することが履行義務であり、飲食料品の提供が完

了した時点で収益を認識しております。また、売上値引きを控除した金額で収益を測定しております。
卸売事業は、顧客にご注文いただいた生鮮食材等を提供することが履行義務ではありますが、出荷時か
ら当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を
認識しております。また、返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で収益を測定しております。一部、
当社グループが代理人に該当すると判断したものについては、売上高から他の当事者に支払う額を控除し
た純額で収益を測定しております。
不動産事業は「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年3月30日。以下「リー

ス会計基準」という。）等に従い収益を認識しております。
フランチャイズ事業のロイヤリティ収入及び営業権利用料はライセンス期間に渡り充足される履行義務

でありますが、月毎に一定の料率や額に応じて収益を認識しております。
運送事業は主に荷主の商品を配送することが履行義務であり、原則として一定期間にわたり履行義務が

充足されるものと判断しておりますが、充足までの期間が短期間であることから、履行義務の充足が完了
したと認められる出荷時点で収益を認識しております。
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(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括して費用処理しております。

② 繰延資産の処理方法
社債発行費……社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移

行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）におい
て創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の
適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人

税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定でありま
す。

（会計方針の変更に関する注記）
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人に該当する一部取引については他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計

上しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高
から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用されております。
この結果、当連結会計年度の売上高が6,978百万円減少し、売上原価が6,958百万円減少し、販売費及

び一般管理費が19百万円減少しております。営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に対する影
響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
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（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書
類に与える影響はありません。
また、（金融商品に関する注記）において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注

記を行うことといたしました。
（重要な会計上の見積り）
・固定資産の減損損失
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
店舗における有形固定資産 4,397百万円、無形固定資産 31百万円
減損損失 327百万円
その他における有形固定資産 2,522百万円、無形固定資産 182百万円
減損損失 131百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、減損の兆候がある店舗に

ついて、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、減損損失を計上しております。
② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、各店の事業計画の基礎となる売上高及び人件費等

の費用予測であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期を正確に予測することは困
難な状況にありますが、新型コロナウイルス感染症による業績への影響は2023年中にかけて徐々に収束し
回復に向かうことを前提としております。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りが大きく相違した場合、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を及ぼす

可能性があります。
（表示方法の変更）

該当事項はありません。
（追加情報）

該当事項はありません。
（連結貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額………………… 15,387百万円
2. 土地再評価法

旧㈱榮太郎（2003年３月10日合併）が所有していた土地については、「土地の再評価に関する法律」
（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001
年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
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再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方
税法第941条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しておりま
す。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △13百万円

3. 財務制限条項
当連結会計年度の借入金のうち、以下の契約には財務制限条項が付されております。
いずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性がありま
す。
・シンジケーション方式タームローン契約
(1) 連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年8月期末の75％に相当する金額又は直近の連結

会計年度の末日における純資産の部の金額の75％に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額
以上に維持すること。

(2) 連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。(但し2022年8月期は含まな
い）

上記財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
短期借入金に含まれる1年内返済予定の長期借入金 499百万円
長期借入金 2,500百万円

合 計 3,000百万円
（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式………………………………………… 21,198,962株
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基 準 日 効力発生日

2021年11月26日
定時株主総会 普通株式 146 7.00 2021年８月31日 2021年11月29日

2022年４月14日
取締役会 普通株式 125 6.00 2022年２月28日 2022年５月23日

計 272

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入や社債発行
により資金を調達しております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、当社グル

ープの規則に従い、適切な債権管理を実施する体制としております。
未収入金は、１年以内の回収期日であります。
投資有価証券は、主として株式であり、信用リスク、市場価格の変動リスク、為替変動リスクに晒され

ておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
差入保証金及び敷金は、主に店舗の賃貸借契約による差入預託保証金であります。当該差入保証金及び

敷金については、当社グループの規則に従い、適切な債権管理を実施する体制としております。
営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係

る資金調達を目的としたものであります。これらの支払金利の変動リスクを回避するため、原則として固
定金利により資金調達を行っておりますが、長期借入金の一部は変動金利による資金調達であり、金利の
変動リスクに晒されております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年８月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。
(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1） 投資有価証券 868 868 -

（2） 差入保証金 4,286 4,010 △276

（3） 敷金 1,867 1,765 △102

資産計 7,023 6,644 △379

（1） 社債 555 555 0

（2） 長期借入金 14,057 14,012 △45

負債計 14,612 14,567 △45
(注) 「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」及び「未払金」については、短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 868 － － 868

資産計 868 － － 868

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
差入保証金 － 4,010 － 4,010
敷金 － 1,765 － 1,765
資産計 － 5,775 － 5,775
社債 － 555 － 555
長期借入金 － 14,012 － 14,012
負債計 － 14,567 － 14,567

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。
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差入保証金及び敷金
これらの時価は契約期間毎に分類し、国債利回り等適切な指標の利率を基に割引現在価値法により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。

社債（1年以内償還予定社債含む）
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基

に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（1年以内返済予定長期借入金含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、連結貸借対照表に計上しております短期借
入金のうち、１年以内返済予定の長期借入金に該当するものは、当該項目に含めて記載しております。

（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

当連結会計年度

報告セグメント

飲食事業 19,887
卸売事業 5,917
フランチャイズ事業 252
運送事業 7,891
その他 338

顧客との契約から生じる収益 34,287
その他の収益 1,512
外部顧客に対する売上高 35,799
2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等）４．会計方針に関する事項（４）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約残高等
契約残高の内訳は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

2021年9月1日 2022年8月31日
顧客との契約から生じた債権 1,385 2,050
契約負債 0 66
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顧客との契約から生じた債権の増加は、主に緊急事態宣言が解除されたため店舗の営業が再開されたこ
とによるものです。
契約負債の増加は、主に営業権利用料の増加によるものです。

(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループの残存履行義務に配分した取引価格は、契約期間が１年を超える重要な契約がないため、
記載を省略しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において賃貸用建物（土地を含む）等を有してお
ります。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末時価

5,143 5,238
(注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
(注2) 当連結会計年度末の時価は、路線価等に基づいて自社で算出した金額であります。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額………………………… 479円 63銭
2. １株当たり当期純損失………………………… 36円 70銭

（その他の注記）
リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料
１年以内 499百万円
１年超 743百万円
合 計 1,243百万円
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株主資本等変動計算書（2021年9月1日から2022年8月31日まで）
(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資 本
剰余金合計

2021 年 9 月 1 日 残 高 100 9,908 4,706 14,614
事 業 年 度 中 の 変 動 額
欠 損 填 補 △7,000 2,169 △4,830
剰 余 金 の 配 当 △272 △272
当 期 純 損 失
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － △7,000 1,896 △5,103
2022 年 8 月 31 日 残 高 100 2,908 6,602 9,511

(単位：百万円)
株 主 資 本

利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計その他利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計
繰 越 利 益 剰 余 金

2021 年 9 月 1 日 残 高 △4,830 △4,830 △250 9,633
事 業 年 度 中 の 変 動 額
欠 損 填 補 4,830 4,830 －
剰 余 金 の 配 当 △272
当 期 純 損 失 △818 △818 △818
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 4,011 4,011 △0 △1,091
2022 年 8 月 31 日 残 高 △818 △818 △250 8,541
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(単位：百万円)
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金 土地再評価差額金 評価・換算

差額等合計
2021 年 9 月 1 日 残 高 32 △5 27 9,660
事 業 年 度 中 の 変 動 額
欠 損 填 補 －
剰 余 金 の 配 当 △272
当 期 純 損 失 △818
自 己 株 式 の 取 得 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △32 △32 △32

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △32 － △32 △1,124
2022 年 8 月 31 日 残 高 0 △5 △5 8,536

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

市 場 価 格 の な い 株 式 等…………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 評価基準
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

② 評価方法
商 品
冷 凍 食 品…………………………総平均法
冷凍食品以外の商品…………………………最終仕入原価法
製 品 及 び 仕 掛 品……………………………総平均法
原材料及び貯蔵品……………………………最終仕入原価法

2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ７年～60年
工具・器具及び備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用し
ております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする
定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。
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(3) 株 主 優 待 引 当 金………将来の株主優待制度の利用による費用の発生に備えるため、株主優待利用実
績に基づいて、当事業年度末の翌日以降に発生すると見込まれる額を計上し
ております。

(4) 退 職 給 付 引 当 金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括して費用処理してお
ります。

(5) 役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

(6) 店舗閉鎖損失引当金………店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、閉鎖を決定した店舗につい
て、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
当社の行っている主要な事業は、それぞれ以下の通り収益を認識しております。
飲食事業は、顧客にご注文いただいた飲食料品を提供することが履行義務であり、飲食料品の提供が完

了した時点で認識しております。また、売上値引きを控除した金額で収益を測定しております。
卸売事業は、顧客にご注文いただいた生鮮食材等を提供することが履行義務ではありますが、出荷時か

ら当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を
認識しております。また、返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で収益を測定しております。一部、
当社が代理人に該当すると判断したものについては、売上高から他の当事者に支払う額を控除した純額で
収益を測定しております。
不動産事業は「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年3月30日。以下「リー

ス会計基準」という。）等に従い収益を認識しております。
フランチャイズ事業のロイヤリティ収入及び営業権利用料はライセンス期間に渡り充足される履行義務

でありますが、月毎に一定の料率や額に応じて収益を認識しております。
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5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費……社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行す

ることとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設さ
れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われ
た項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及
び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び
開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更に関する注記）
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人に該当する一部取引については他の当事者に支払う額を控除した純額を売上高に計

上しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費の一部を、売上高
から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用されております。この結果、当事業年度の

売上高が6,670百万円減少し、売上原価が6,650百万円減少し、販売費及び一般管理費が19百万円減少し
ております。営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に対する影響はありません。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える
影響はありません。
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（重要な会計上の見積り）
・固定資産の減損損失
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

店舗における有形固定資産 4,397百万円、無形固定資産 31百万円
減損損失 327百万円
その他における有形固定資産 2,515百万円、無形固定資産 182百万円
減損損失 131百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、減損の兆候がある店舗に
ついて、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、減損損失を計上しております。回収可能価額は店舗の使用価値により測定され、使用価値がマイナ
スとなった場合には回収可能価額を零として算定しております。
② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、各店の事業計画の基礎となる売上高及び人件費等
の費用予測であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期を正確に予測することは困
難な状況にありますが、新型コロナウイルス感染症による業績への影響は2023年中にかけて徐々に収束し
回復に向かうことを前提としております。
③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りが大きく相違した場合、翌事業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性が

あります。
（表示方法の変更）

該当事項はありません。
（追加情報）

該当事項はありません。
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（貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額 …………………… 15,382百万円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 ………………… 11百万円
関係会社に対する短期金銭債務 ………………… 1,300百万円

3. 土地再評価法
旧㈱榮太郎（2003年３月10日合併）が所有していた土地については、「土地の再評価に関する法律」
（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001
年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令 （1998年３月31日公布政令第119号） 第２条第３号に定める地
方税法第941条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しておりま
す。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △13百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引
(イ) 売 上 高 …………………………… 335百万円
(ロ) 仕 入 高 等 …………………………… 2,845百万円
営業取引以外の取引高 …………………………… 5百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普 通 株 式 213,760株 24株 ― 213,784株

合 計 213,760株 24株 ― 213,784株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 58百万円
貸倒引当金 0百万円
繰越欠損金 5,265百万円
未払事業所税 13百万円
退職給付引当金 484百万円
資産除去債務 282百万円
減損損失（非償却資産） 223百万円
減価償却超過額 39百万円
関係会社株式評価損 108百万円
役員退職慰労引当金 48百万円
その他 34百万円
繰延税金資産小計 6,558百万円
繰越欠損金に係る評価性引当額 △5,265百万円
将来減算一時差異に係る評価性引当額 △1,191百万円
評価性引当額小計 △6,457百万円
繰延税金資産合計 100百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △100百万円
その他有価証券評価差額金 △0百万円
繰延税金負債小計 △100百万円
繰延税金負債の純額 0百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
（2）子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議 決 権 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関連当事者との
関係 取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子会社 米川水産㈱ 100 役員の兼任 資金の返済 300 関係会社短期借入金 500

子会社 ㈱ディ･エス物流 100 役員の兼任 資金の返済 200 関係会社短期借入金 200

子会社 ㈱アサヒビジネスプロデュース 100 役員の兼任 資金の返済 200 関係会社短期借入金 300

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の借入については、市場金利及び取引条件等を勘案して利率を合理的に決定しております。
（3）兄弟会社等

該当事項はありません。
（4）役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又 は 氏 名 所在地

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

役員及び
その近親
者

平辰 － － 当社
名誉顧問

（被所有）
直接 2.9 店舗の賃借 第一ビル賃

借 60 差入保証金 63

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈱ダイタン商事 東京都
千代田区 74 不動産の管

理、賃貸 － 事務所の賃
借

大森シティ
ビル賃借 86

敷 金 43
大森シティ
ビル電気 8

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1 第一ビル及び大森シティビルの賃借については、近隣相場を勘案し契約により所定金額を決定しております。

2 ㈱ダイタン商事は当社名誉顧問平辰が議決権の100％を直接所有しております。
（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「（収益認識に関する注記）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額………………………… 406円80銭
2. １株当たり当期純損失………………………… 39円02銭
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